
７ 
議案第７２号 

   南房総市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 南房総市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

  令和７年１１月２５日提出 

南房総市長  石 井    裕   

 

   南房総市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 南房総市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例（平成１８年南房総市条例

第１６号）の一部を次のように改正する。 

 別表南房総市富山岩井コミュニティセンターの項団体室の目を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第７２号  南房総市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 新旧対照表                               （下線部分は改正部分） 

改  正  案 現     行 

第１条～第１４条  （略） 

 

別表（第５条関係） 

名称 単位 
金額 

市内者 市外者 
    
    
    
南房総市

富山岩井

コミュニ

ティセン

ター 

小 会 議

室 
１時間

につき 
１１０円 ２２０円

調 理 実

習室 
１時間

につき 
２２０円 ４５０円

 
 

 

講 義 室

Ａ 
１時間

につき 
１１０円 ２２０円

講 義 室

Ｂ 
１時間

につき 
１１０円 ２２０円

和室Ａ １時間

につき 
１１０円 ２２０円

和室Ｂ １時間

につき 
１１０円 ２２０円

作法室 １時間

につき 
１１０円 ２２０円

視 聴 覚

室 
１時間

につき 
２２０円 ４５０円

    
    
    

 備考  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第１４条  （略） 

 

別表（第５条関係） 

名称 単位 
金額 

市内者 市外者 
    
    
    
南房総市

富山岩井

コミュニ

ティセン

ター 

小 会 議

室 
１時間

につき 
１１０円 ２２０円

調 理 実

習室 
１時間

につき 
２２０円 ４５０円

団体室 １時間

につき 
１１０円 ２２０円

講 義 室

Ａ 
１時間

につき 
１１０円 ２２０円

講 義 室

Ｂ 
１時間

につき 
１１０円 ２２０円

和室Ａ １時間

につき 
１１０円 ２２０円

和室Ｂ １時間

につき 
１１０円 ２２０円

作法室 １時間

につき 
１１０円 ２２０円

視 聴 覚

室 
１時間

につき 
２２０円 ４５０円

    
    
    

 備考  （略） 
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   附 則（抄） 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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